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排 水 設 備 工 事 施 工 基 準 
 

第１章 総  則 
 

１ 目的 

この基準は瑞浪市下水道条例第４条第２号の規定に基づき、排水設備の設計及び工事の

施工方法について技術上の基準を定め、適正な排水設備の施工を図り下水道の維持管理

に万全を期するものとする。 

２ 排水設備工事の範囲 

排水設備工事とは、土地建物から人の生活に起因する便器、流し台、浴室等の器具より

屋外へ排出される汚水を公共下水道等に流入させるために必要な汚水管、汚水桝などの

設備を新設・増設・改築・撤去及び修繕する工事をいう。 

３ 適用 

 この基準の適用に疑義が生じた場合は、管理者と事前に協議すること。 

 

第２章 排水設備工事の手続 
 

１ 工事の区分 

  工事の区分は次に掲げるものとし、その用語の定義はそれぞれ定めるところによる。 

（１）新設工事：公共下水道等排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者がその家屋よ

り発生する汚水を公共下水道等に流入させるために必要な排水設備を新たに設置す

る工事をいう。 

（２）増設工事：排水設備の流入口又は排水設備を増設する工事をいう。 

（３）改築工事：従前の建築物等に排水設備がある場合で当該排水設備を廃止して、建築物

などの新設に伴って新たに排水設備を設置若しくは既設の排水設備の全部又は一部

の位置の変更及び排除方法等の機能を改める工事をいう。 

（４）撤去工事：排水設備の全部又は一部を撤去する工事（単に公共下水道等との接続を絶

つ工事を含む）をいう。 

（５）修繕工事：排水設備の損傷又は機能の低下した部分を復旧する工事をいう。 

２ 工事の施工計画の許可申請 

（１）排水設備等の新設等を行おうとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ各

法令・条例に適合するものであることを確認したのち、排水設備工事等確認申請届（以

下「工事原簿」という。瑞浪市下水道条例施行規程様式第１号（第４条、第５条関係））・

位置図その他必要に応じた書類を添付して工事着工前に管理者に提出し、施工確認を

得てから着工しなければならない。なお、書類提出から施工確認までに要する日数は、

施工箇所等の状況によって変わるため、余裕をもって提出すること。 

（２）指定工事店は管理者が承認した設計図書に基づき、本施工基準に適合した方法によっ

て誠実に工事を施工しなければならない。 

３ 汚水と雨水の分流 

雨水、屋外の池水、屋外に設置されている手洗い等（以下「雨水等」という。）は汚

水管に接続してはならない。 

雨水等は、雨水渠又は道路側溝あるいは河川に接続するものとし、工事は申請者にお

いて施工すること。なお、雨水にかかる工事は、排水設備工事と並行して施工し、又
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はそれ以前に完成しておかなければならない。 

４ 工事に必要な許可の取得 

（１）公道敷、河川敷その他の公共用地に汚水管を埋設する場合や、道路の通行制限が必要

となる場合には、当該管理者の許可を必ず取得すること。 

（２）国道、県道、市道にかかる工事を施工する際には、請負業者が公安委員会に道路使用

許可申請書を提出し、その許可を受けること。 

（３）下水道取付管の自費工事を行うものは下水道取付管自費工事申請書を事前に提出し許

可を取得しなければならない。 

 

第３章 排水設備の設計 
 

１ 設計の基本原則 

（１）排水設備の設計に当たっては、法令及び条例又は規則に規定されているほか、この施

工基準によらなければならない。 

① 排水設備の設置位置及び構造を明確に表示しなければならない。 

② 経済的かつ維持管理が容易なものとしなければならない。 

③ 公共下水道等の施設の機能を妨げ、又は公共下水道等の施設を損傷することのないよ

う必要な考慮がなされなければならない。 

④ 汚水と雨水を分離して排除する構造としなければならない。 

⑤ 申請地の状況を調査し下水道台帳と照合し確認しなければならない。 

２ 設計の範囲 

排水設備の設計は、汚水の排出口より汚水桝に接続する間の排水管渠をいう。 

３ 排水設備の設計に必要な事前調査 

   設計段階において、次に掲げる事項について事前調査を実施し、工事施工時に支障が

発生しないよう十分に配慮し、また、必要に応じて対策を講じること。 

（１）使用者、義務者、共同使用者、管理人、総代人、家屋所有者、土地所有者など 

（２）工事予定現場及びその附近の汚水を排除すべき公共下水道等の汚水管及び取付管 

（３）下水道本管の深さ及び既設の排水設備の状態 

（４）雨水排除の現況 

（５）井戸の有無 

（６）他人の土地又は構造物等の利用又は影響 

（７）特定施設・除害施設の必要の可否 

４ 設計書の作成要領 

   宅内排水設備の設計書等は、次に掲げる要領による。 

（１）位置図 

（２）平面図  宅内排水施設構造を表示するものであり、次の事項を記載すること。 

① 土地の占有者による区分の境界 

② 土地の建物、庭園その他の構造物及び既設の排水設備 

③ 土地の隣接する市道、私道又は公共水路敷 

④ 流入口、汚水管渠及び桝、その他排水設備の位置、構造 

⑤ 平面図に表示する事項は、管径・管種・勾配延長など 

⑥ その他工事上必要な事項 

（３）新規に取付管を埋設する際には、取付断面図 

（４）管理者が指示する書類等 
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５ 仮設便所の設置について 

   現在公共下水道等に流入させるための排水設備が無く、公共下水道等に流入される仮

設便所を設置する時は、排水設備等使用届（瑞浪市下水道条例施行規程様式第３号（第

10 条関係））に位置図を添付して設置日以前に提出しなければならない。また、仮設

便所の排出管を公共汚水桝に落とし込んで設置する場合には、公共汚水桝への土砂・

雨水の流入や、臭気の流出を防ぐ対策を講じなければならない。 

６ 汚水管の設計 

   汚水を排除する排水設備の排水管の設計は、以下のとおりとする。 

（１）管径 

①器具排水管の管径は器具トラップの口径以上であり、かつ３０mm 以上とする。 

器具 トラップの最小口径 器具 トラップの最小口径 

大便器 

小便器（小型） 

小便器（大型） 

洗面器 

手洗器 

手術用手洗器 

   ７５ 

   ４０ 

   ５０ 

   ３０ 

   ２５ 

   ３０ 

洗髪器 

水飲器 

浴槽（和風） 

浴槽（洋風） 

調理流し（一般） 

洗濯 

   ３０ 

  ３０ 

  ３０ 

  ４０ 

  ４０ 

  ４０ 

※ボイラー、食洗器等は、この限りでない。 
②人口による管径の大きさ 
人口（人） １５０未満 ３００未満 ６００未満 ６００以上 

管径（㎜） １００以上 １５０以上 ２００以上 ２５０以上 

※一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が３ｍ以内の

ものは７５㎜以上とすることができる。 

※地中又は床下に設ける排水管は５０㎜以上とする。 

※必要に応じて起点に中間桝を設けるものとする。 

（２）勾配 

５０㎜までは１/５０、１００mm までは１/１００、１２５mm までは１/１５０、 

２００mm までは１/２００の勾配を標準とする。ただし上記の勾配が取れないときは

算出流速が６０cm/秒以上ならば上記勾配以下でも良い。 

（３）汚水管の使用材料等 

汚水管渠は塩化ビニール管等を使用し、流量や水質、布設場所の状況及び、外圧、継

手方法、強度、形状に加え、工事費、将来の維持管理などを勘案し、それぞれの特徴

を生かすことができるよう十分に考慮して、合理的に選定しなければならない。 
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７ 汚水桝 

汚水を排除する排水設備の汚水桝の設計は次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）汚水桝の種類、設計規準等 

  設計基準 

種類 最小内径 設計基準 

公共汚水桝 φ３５０㎜ 

公共汚水桝は原則として官民境界から１ｍ以内で維持管

理上支障のない箇所に設置し、原則管理者指定の桝とす

ること。 

防油桝 φ３００㎜ 

流し台からの雑排水等流出部に必ず設置するものとし、

排水管との接続部には原則として中間桝を設けること。 

最小内径の桝を設置する場合は、管理者指定の品を使用

すること。最小内径を超える内径の防油桝を設置する場

合は、工事原簿に併せて、設置する防油桝の資料を提出

し、管理者と協議を行うこと。 

中間桝 φ１５０㎜ 

排水管の合流点の最上流部や同管径が合流する箇所及び

便所の合流点、下水の流路の方向又は勾配が著しく変化

する箇所に設けること。加えて、管径の１２０倍以下の

間隔に１個の割合で算出された地点に設置すること。 

 

（２）汚水桝の使用材料等 

① 汚水桝や蓋の形は方形又は円形とし、硬質塩化ビニール等を使用した堅固な構造とす

ること。また、車両の通過等荷重のかかる箇所については防護蓋、鉄蓋、耐圧蓋等を

使用し、耐久力を有する構造とすること。 

② 不透水耐水性の構造としなければならない。 

③ 汚水桝は、いずれも検査及び掃除に支障のないように設置しなければならない。 

④ 汚水桝は、上端を路面よりわずか高めに仕上げ、土砂や雨水が混入しないようにしな

ければならない。 

８ 通気の設置 
排水設備を備えた建築物には、原則として通気を設けなければならない。特にサイホ

ン作用又は背圧によりトラップの封水が破られる恐れがある場合には必ず設置する

こと。 
９ ディスポーザ設備 

設置可能なディスポーザ設備は、ディスポーザ排水処理システムのみとする。公益法

人日本下水道協会発行の「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準 
(案)」に準じて設置すること。 
 
 
 
 
 
 
 



 5

10 阻集器 

   排水中に多量の油分や砂泥、毛髪等の下水道施設に多大な負担をかけ、または損傷さ

せるおそれがある物が含まれる場合は、排水中の物体に応じ、次の阻集器を設置しな

ければならない。阻集器を設置する場合はその容量計算書を工事原簿申請時に添付す

ること。 
（１）油脂類分離装置（グリーストラップ） 

・営業用調理場、その他油脂を多量に排出する食品加工製造工場などには、油脂類分

離装置（グリーストラップ）を設け油脂が下水道に流入しない構造とすること。 
  ・施設の大きさは最大排水量の２時間以上貯留する構造とする。 
（２）油分離装置（オイルトラップ） 

 ・ガソリンスタンド、車修理工場、製油関係工場等排水中に多量の油を含む場合に油

分離装置（オイルトラップ）を設け、油が下水道管に流入しない構造とすること。 
 ・施設の大きさは最大排水量の２時間以上貯留する構造とし、基本容量を０．２㎥と

して作業場床面積が１０㎡増すごとに０．０３㎥を加算したものとする。 
（３）サンド阻集器 

・排水の中に砂・泥を多量に含む場合に設置しなければならない。 
・泥だめ及び封水深は共に１５０㎜以上必要とする。 

（４）ヘア阻集器 
・理髪店、美容院の洗髪器に取付けて、毛髪が排水管内に流入するのを防ぐ場合に設

置する。また、プールや公衆浴場などには大型のヘア阻集器を設置すること。 
（５）ランドリー阻集器 

・営業用洗濯場に設置すること。阻集器は取外し可能の金属バスケットを内蔵するも

のを選定すること。 
（７）プラスタ阻集器 
  ・歯科医や整形外科の技工室、ギブス室に設置すること。 
（８）雑排水処理槽 

・防油桝では容量が不足する場合に、補助的に設置すること。 
 

第４章 排水設備工事の施工 
 

１ 排水設備と公共下水道との接続 

  排水設備を公共下水道に接続しようとするときは、次の各号に定める基準によらなけ

ればならない。 

（１）公共下水道の取付管に接続しようとする場合は、取付管と同径の市使用材料承認済み

の材料によるものとする。 

（２）公共桝は原則管理者指定の桝とする。 

（３）公共下水道の汚水管に直接接続する場合は、市施工基準による。なお、公共下水道管

と排水管の接続する地点の人孔に接続する時において、段差６０㎝以上の場合は排水

管末に曲管を使用し桝内の損傷や汚水の飛散を防止すること。 

（４）土被りは原則２０㎝以上とし、荷重等を考慮の上、必要な土被りを確保すること。な

お、露出管又は特別な荷重がかかる場合などは、これに耐えうる管種を選定するか防

護を施すこと。 
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２ 汚水管の布設 

   汚水管の布設は、設計図に示す各地点の深さに基づいて床掘し、必ず丁張及び水糸を

張って勾配を定め、排水管の管底をこの勾配に合わせて地下水が浸入しないように施

工すること。 

３ 大便器及び兼用便器取付け工事 

大便器及び兼用便器は水平器を用いて水平に取付け、トラップの沈下や離脱など、不 

具合が起きないよう施工すること。 

 

第５章 工事の監督及び完了検査 
 

１ 工事の監督 

   適正な工事がなされるよう監督指導しなければならない。 

２ 工事の変更 

工事施工者は工事中に設計の変更が生じたときは、遅滞なく市に届けなければなら

ない。ただし、中間桝の増設や通気蓋の位置の変更等、軽微な変更については、こ

の限りではない。 

３ 工事完了の届出 
工事が完了した際には、その日から５日以内に完成図面を記載した工事原簿を提出し、

市の検査を受けなければならない。また、この工事により排水設備等の使用を開始し、

または再開する場合には、排水設備等使用届を添付すること。なお、工事に伴い設計

に変更が生じた場合には、これを工事原簿に反映させること。 

４ 完成検査 

   完成検査は、市の職員が下水道排水設備工事責任技術者及び申請者の立会いのもとで、

次の各号に掲げる事項について検査を行うものとする。 

（１）工事の設計書及び完成図と完成した排水設備の照合 

（２）排水管、勾配の適否 

（３）停滞水の有無 

（４）地下水浸透の有無 

（５）汚水と雨水の完全分離 

（６）排水管埋設部及び汚水桝周辺の復旧状況 

（７）残材・残土処理状況 

５ 手直し工事 

市の検査員が完成検査時において不適当と認め、手直しを命じた場合は７日以内にこ

れを修理し、再度検査をうけるものとする。 

 

第６章 指定工事店の義務 
 

１ 関係法令 

指定工事店はこの施工基準に従って排水設備工事の施工にあたるとともに、次に掲げ

る関係法令を充分理解し遵守しなければならない。 

（１）下水道法（昭和３３年法律第７９号） 

（２）下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号） 

（３）下水道法施行規則（昭和４２年建設省令第３７号） 

（４）瑞浪市下水道条例（昭和５２年条例第３１条） 
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（５）瑞浪市下水道条例施行規則（昭和５７年規則第１０号） 

（６）瑞浪市下水道排水設備指定工事店規則（平成１０年規則第１１号） 

（７）瑞浪市農業集落排水処理施設の設置に関する条例（平成９年条例第１５号） 

（８）瑞浪市農業集落排水処理施設の設置に関する条例施行規則（平成９年規則第１９号） 

（９）その他関係法令 

２ 瑕疵義務 

工事完了後１年以内に故障等が生じたときは、無償でこれを修理すること。ただし天変

地異や使用者の責による故障等はこのかぎりではない。 

（瑞浪市下水道排水設備指定工事店規則程第６条第２項第７号） 

 

附 則 

昭和４５年１０月１日  施工基準 

平成 ２年 ２月１日  施工基準改正 

平成 ７年 ４月１日  施工基準改正 

平成１１年 ３月 1日  施工基準改正 

平成１５年 ３月 1日  施工基準改正 

平成２０年 ４月１日  施工基準改正 

平成２５年 ３月１日  施工基準改正 

平成３０年 ４月１日  施工基準改正 

令和 ２年 ４月１日  施工基準改正 

令和 ５年 ４月１日  施工基準改正 


